


～～～公公的的的年年年金金以外外のの老老後後後ののののおお金金をを作作ろう！～～公的年金以外の老後のお金を作ろう！～
公的保険について知ろう!!

「個人型確定拠出年金（イデコ）」とは？　加入者が定期預金・保険・投資信託の中から好きな
商品を選択し、毎月一定の掛け金を積み立てて、60歳以降に積み上げた資産を受け取る制度です。

■老後の暮らしを豊かにする

　３つの方法

　老後の暮らしをより豊かなもの

にしたいと考えた時、とるべき方法

は主に次の３つになるでしょう。

１．働いて公的年金を多く作る

２．年金の受取り方を工夫して公

的年金を増やす

３．投資で資産形成を行う

　上記のうち一つだけに特化する

というよりすべてをバランスよく

実行することが大切です。これら

の対策が間に合わなければ、とに

かく支出を抑え、お金の残りと命

の残りを天秤にかけながら生きて

いかなければならなくなるかも知

れません。

　主な老後の生活資金といえ
ば「公的年金」を思い浮かべ
ますが、すべてをそれに頼る
のは不安です。そこで今回は
〝公的年金以外の老後のお金
を作ろう〟をテーマにお話し
します。
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■「投資」はみんなを幸せにする！

　投資は価値ある資産へお金を投

じる行為、これを「プラスサム」

と表現したりします。つまり私た

ちの暮らしをよりよくするための

「価値の創造」をする企業に出資を

してその企業成長の恩恵を受ける

ことです。企業の生み出す価値で

私たちの暮らしがさらに豊かにな

る、このようなプラスの循環のこ

とを「プラスサム」と呼びます。

投資を正しく行うことは、みんな

が幸せになることなのです。

　一方、価値を生み出さないお金

のやり取りを「ゼロサム」と言い

ます。為替取引は典型的な例で、

一方が上がれば一方が下がる仕組

みです。だれかの損失がそのまま

誰かの利益となりますから、新し

い価値が生まれないのです。

　すると昨今話題のＥＳＧ投資と

いうのも勉強してみる価値があり

そうです。国連で採択されたＳＤ

Ｇｓが地球に住む私たち人間の目

指すべきゴール「持続可能な世

界」であれば、それを企業のプロ

セスとして注目するＥＳＧは、み

なさんの大切なお金をさらに私た

ちの未来に投資する先として魅力

■税制優遇のある投資で

　お金を成長させよう！

　お金を「いかに将来につなげる

か」が見えてきたら、具体的な手

段を考えます。投資をする「場

所」は今や「税制優遇」の花盛り

ですからまずはそのような有利な

場所でお金を成長させましょう。

　例えば老後資金専用の税制優遇

の仕組みでいえば、確定拠出年金

が挙げられます。会社に企業型確

定拠出年金があるという方は、よ

り有利に老後のお金が貯められる

仕組みです。会社にこの仕組みが

なければ、個人型確定拠出年金

（イデコ）に任意加入も可能です。

　老後より以前に用途があればＮ

ＩＳＡ（「一般ＮＩＳＡ」や「つ

みたてＮＩＳＡ」）や個人年金保

険でも良いでしょう。それぞれ

「税が得する」部分が少しずつ違

いますが、「投資で資産形成」をす

る目的であればそれぞれの特徴を

活かして活用したいところです。

　豊かな老後に向けてお金を成長

させることに取り組んでみません

か？

■「投資」と「投機」は違う！

　ところで、みなさんは投資をし

ていらっしゃいますか？　投資と

いうと、なんか損をしそう、後ろ

めたい気がするなどといったネガ

ティブな言葉を聞くことが多いよ

うに感じます。でも、それは投資

を「投機」と勘違いしていること

からくる誤解です。

　投機とは「機」にお金を投じる

ことですから、タイミングが最も

大切です。チャートを見ながら、

この株が買いだ！この株は売り

だ！と言っている状態は、値段の

上がり下がりにだけ関心が向いて

いて、「なぜその企業が良いの

か」という「企業の価値」を見て

いません。これは「資＝価値」へ

お金を投じているのではなく、

「機＝タイミング」へ投じている

のです。

的です。



同一労働同一賃金のスタートとパートタイマー賃金
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●非正規雇用４割の現実

●労働契約法などの改正で雇用を安定

　現在、日本の非正規雇用率の割合は
「38.3％（令和元年）」となっており、その内
訳は女性の比率が圧倒的に高く56.1％に
なっています（総務省「労働力調査」より）。
　本来、非正規雇用は一時的、臨時的性
格であったにもかかわらず、ここ近年は
家計の主たる担い手として働く人も多く

「均衡」と「均等」　よく似た文言ですが、「均衡」はバランスを取った待遇にすること、「均等」は同
じ待遇にすることです。似て非なる文言ですので注意しましょう。

　前述のような不安定な非正規雇用者の救済
として、労働契約法やパートタイム労働法が
改正され、雇用の安定が義務付けられました。
その上、働き方改革の一環に「同一労働同一
賃金」が盛り込まれ、待遇の格差を是正しよ
うとする動きが活発化されたことによって、
均等待遇なのか均衡待遇なのかを考えていか
なければならなくなりました。
　同一労働同一賃金の考え方は、「不合理な待
遇差の禁止」「差別的取扱いの禁止」「待遇差
の説明の求めには明確に説明する」などが盛り
込まれ、非正規雇用者が不利益な取扱いを受
けないように配慮されています。しかし、法律
より先に裁判例で示されることもあり、ゆっく
り構えている状況ではなくなってきました。

●非正規雇用者を守る裁判例が！
　平成31年2月、非正規雇用に関する大きな
裁判例が示されました。一つは、販売業務に
従事していた非正規雇用者に退職金を支払う
こと（メトロコマース事件）、二つ目は、非
正規雇用者にも賞与の支払いを認めること
（大阪医科薬科大学事件）など、法律が施行
される前から大きな話題になりました。だか
らといってこの議論が急加速で進められては
おらず、合理性についてはこれからの議論で
あるといえます。
　パートタイマーにある一定の責任を負う仕
事を任せていると、通常の正社員と同様の賃
金を支払わなければならなくなってきます。
今すぐに大きな改革を行うとまではいいませ
んが、最近では法律よりも裁判例が先行して
改正を求めていますので、今から業務の棚卸
を行い、業務と責任の範囲を明確にしておき
ましょう。

なり、中には「不本意的非正規雇用」を余儀
なくされるケースもあり上記のような率にな
っていると思われます。

企業におけるリスクマネジメント
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　「自分はパートタイマーで正社員と同じような働き方をして
いるのに、どうして待遇が違うの？」―今後、このような相
談がしばしば出てくるかもしれません。今回は、パートタイマ
ーだからといって賃金の問題をそのままにはしておけなくなる
テーマでお伝えしてまいります。

（内閣府　男女共同参画局ＨＰ　パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために」より）




